
 

第1号様式(第6条関係) 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容 補装具費の支給決定または却下 

根拠法令及び条項 障害者総合支援法第76条第1項 

審
査
基
準 

■有(第3条第1項に該当する場合を含む。) 

□無(根拠：第3条第2項第 号に該当) 

公表 ■する □しない(公表しない場合の根拠：第7条第2項第 号に該当) 

【内容】(※審査基準を公表する場合のみ記載すること。) 

審査基準が法令に具体的に規定されているため審査基準を設定する必要がな

い。 

障害者総合支援法第76条第1項、障害者総合支援法施行令第43条の2 

別紙のとおり 

審査基準 

設定年月日 
年  月  日 

審 査 基 準 

最終変更年月日 
年  月  日 

標準処理期間 

■有(第5条において準用する第3条第1項に該当する場合を含む。) 

  期間(14日              ) 

□無(根拠：第5条において準用する第3条第2項第 号に該当) 

標準処理期間 

設定年月日  
年  月  日 

標準処理期間 

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署       健康部    地域保健課 

備考  

注 審査基準が法令に具体的に規定されているため審査基準を設定する必要が

ない場合は、その旨及び当該法令の定めを審査基準の内容欄に記載すること。 

 



 

【別紙】 

第76条  市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当

該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入又は修

理を必要とする者であると認めるときは、当該障害者又は障害児の保護者（以下こ

の条において「補装具費支給対象障害者等」という。）に対し、当該補装具の購入又

は修理に要した費用について、補装具費を支給する。ただし、当該申請に係る障害

者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令で定める者の所得が政令で定める

基準以上であるときは、この限りでない。 

 

（補装具費の支給に係る政令で定める者等） 

第 43条の 2  法第 76条第 1項ただし書の政令で定める者は、同項の申請に係る障害

者等の属する世帯の他の世帯員（障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。

次項において同じ。）とする。 

2 法第 76条第 1項ただし書の政令で定める基準は、同項の申請に係る障害者等及び

その属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、補装具の購入又は修理

のあった月の属する年度（補装具の購入又は修理のあった月が 4月から 6月までの

間にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同法第 292条第 1

項第 2号に掲げる所得割の額が 46万円であることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


